
（歳入）
48,494 千円

（歳出）
766,896 千円

(単位:千円)

社会福祉事業 209,604 124,936 8,741 75,927

老人福祉事業 55,613 42,610 1,342 11,661

児童福祉事業 145,177 57,053 9,097 79,027

国民健康保険事業 60,206 20,382 4,111 35,713

後期高齢者医療事業 129,095 16,161 11,659 101,275

介護保険事業 112,072 6,089 10,941 95,042

保健衛生事業 18,672 1,288 1,795 15,589

疾病予防事業 36,457 28,632 808 7,017

766,896 297,151 48,494 421,251

令和４年度一般会計決算における引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられた
社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費

   　地方消費税交付金（社会保障財源化分）

　   社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費

【社会保障４経費その他社会保障施策に要した経費】
財源内訳

一般財源

合　　　   計

事 業 区 分 対象経費
特定財源 地方消費税交付

金(社会保障財源
化分)

その他

社会福祉

社会保険

保健衛生

　平成26年4月1日から消費税（国・地方）が5％から8％に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増額分について、その使途を明確化するとともに、社
会保障施策に要する経費に充てることとされています。また、令和元年10月1日から消費税が8％から10％に引き上げられたことに伴う地方消費税交付金の増
額分についても、社会保障の充実に要する経費に充てることとされています。


